
令和６年４月現在 

 はじめに 

  本校では、校則の見直しに向けて、生徒総会等で出た意見・要望等をもとに、「校則検討委員会」

の中で協議しています。 

また、校則について、ＰＴＡ役員会、学校運営協議会等を通じて保護者や地域の皆様に示すととも

に、今後も「校則の見直し」を継続的に実施してまいります。 

 

令和６年度 白銀中学校 《生活心得》 
服装には常に気をつけ、中学生としての品位を失わないように心がけよう。 

 
白銀中の標準服 北九州スタンダード標準服 

上衣 

・冬：ブレザーを着用しネクタイ、リボンをつ

ける。 

・夏：白のカッターシャツ 

   白の開襟シャツ 

   白のブラウス  ※長袖、半袖可 

・冬：ブレザーを着用 

 

・夏：白のポロシャツ 

※ 長袖、半袖可 

下衣 

・夏：学校指定のストレートズボン 

   学校指定のジャンパースカート 

・冬：学校指定のストレートズボン 

   学校指定のスカート 

・ベルトは黒、紺、茶 

・夏：スタンダードのストレートズボン 

   スタンダードのスカート 

・冬：スタンダードのストレートズボン 

   スタンダードのスカート 

・ベルトは黒、紺、茶 

頭髪 

・奇抜な髪型は禁止とし、清潔感のあるすっきりとした髪型にする。 

・パーマ、脱色、染色、メッシュラインおよび整髪料も禁止。 

・髪の長さが肩を超える場合は結ぶ。 

 その際、ヘアピンやゴムの色は黒、紺、茶とする。 

その他 
・靴下は白、黒、紺でワンポイント程度は可 

・上ぐつは学校指定のもの 

・通学靴は運動に適したものとし、サンダル等は不可 

〇令和５年から衣替えの時期は指定しないので、各自で管理すること。 

〇北九州市スタンダード標準服について 

・スタンダード制服を着用する場合は、ネクタイ・リボンはつけなくても良い 

・北九州マークのあるポロシャツの裾はズボン・スカートに入れなくて良い（夏） 

〇防寒着について（時期の指定はしない） 

①黒、紺、茶、グレー、白の単色カーディガン・セーター（Vネック・丸首）の着用可。 

②手袋、マフラー、ネックウォーマーの着用可。 

③制服の上から着用する防寒着については、【前開きのもので、華美でないもの、高価でないものとする】 

 また、各自で収納をきちんとすること。 

※①については、防寒着であるため、ブレザーの中に着用すること。（特に登校時） 

※②、③については登下校時の着用を可能とし、校内での着用は禁止とする。 

 



《その他の共通理解事項》 
○ 物の貸し借りはしない。特に下級生に対しての強要をしない。                                

○ 授業に関係ない物（スマホ、ゲーム機、遊具など）を持ってこない。 

  ※貴重品、校納金、現金は朝担任に預ける。                                     

○ 放課後用事のない生徒は残らない。速やかに部活動の場所に行く。                                  

○ 他学年・他学級の所へは行かない。移動教室等は決められたルートを通る。  

○ 勝手に校外に出ない。やむを得ず校外に出るときは、教師に伝えること。 

○ 時間を守る。（遅刻・チャイム着席など）                                                    

○ きちんとした服装をする。                                                                

○  生徒の職員室入室は原則として禁止、用事がある場合は入り口から教師を呼んでもらう。      

○  保健室の利用は体調不良の生徒が一時的に使用する場合のみとする。 

○  遅刻して登校した場合は、８：４５前まではそのまま教室へ、８：４５以降の場合は職員室に登校の報告をする。 


